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許可申請に必要な図書  

名 称  内  容  等  

区 分 ごとの要 否  

備   考  
宅 地 造

成 、 特 定

盛土等 

土石の堆

積 

1.許 可 申 請 書  
・ 申 請 者 、工 事 の概 要 等 を記 載  

（ 様 式 第 2 又 は第 4）  
要 要 （ 省 令 第 7 条 第 1 項 ・ 第 2 項 ）  

2.委 任 状  （ 任 意 様 式 ）  

備考に 該

当 す る 場

合は要 

備考に該

当する場

合は要 

・ 代 理 人 が申 請 手 続 を行 う場

合  

※行 政 書 士 法 において、行 政

書 士 又 は行 政 書 士 法 人 でな

い者 が、業 として官 公 署 に提

出 する書 類 を 作 成 する業 務

を 行 う こ とは 禁 止 され て いま

す （ 他 の 法 律 に 別 段 の 定 め

が あ る 場 合 を 除 く ） 。 （ 細 則

第 7 条 第 5 号 ）  

3.許 認 可 等 の写 し 

・ 他 の 法 令 で 許 認 可 等 を 要 す る時 は、 そ

れ ら の 許 認 可 等 を 証 す る 書 類 （ 任 意 様

式 ）  

要 要 （ 細 則 第 7 条 第 5 号 ）  

4.申 請 地 及 びその周

辺 の写 真  
・ 申 請 地 及 びその周 辺 の写 真  要 要 

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 6 号 ・

第 2 項 第 4 号 ）  

5.工 事 主 の資 力 ・ 信

用 に関 する書 類 、工

事 主 の誓 約 書  

〈 共 通 事 項 〉  

・ 工 事 主 の資 力 及 び信 用 に関 する申 告 書

（ 細 則 様 式 第 7 号 ）  

・ 資 金 計 画 書 （ 様 式 第 3 又 は第 5）  

・ 預 金 残 高 証 明 書 又 は融 資 証 明 書  

・ 破 産 手 続 の決 定 を受 けて復 権 を得 ない

者 等 に該 当 しないことの誓 約  

・ 法 に違 反 していない旨 などの誓 約  

・ 暴 力 団 員 との関 係 を有 しないことの誓 約  

〈 個 人 の場 合 〉  

・ 住 民 票 又 は個 人 番 号 カ ー ド （ 番 号 を黒

塗 りしたもの） の写 し 

・ 所 得 税 の納 税 証 明 書  

〈 法 人 の場 合 〉  

・ 登 記 事 項 証 明 書  

・ 役 員 の住 民 票 又 は個 人 番 号 カード（ 番

号 を黒 塗 りしたもの） の写 し 

・ 法 人 税 の納 税 証 明 書  

要 要 

（ 法 第 12 条 第 2 項 第 2 号 及

び第 30 条 第 2 項 第 3 号 、省

令 第 7 条 第 1 項 第 7 号 ～ 第

9 号 ・ 第 2 項 5 号 ～ 第 7 号 、

細 則 第 7 条 第 2 号 ・ 第 5 号 ）  

6. 権 利 者 全 て の 同

意 を 得 た こ と を す る

書 類  

・ 権 利 者 の同 意 書 （ 細 則 様 式 第 ４ 号 ）  

・ 権 利 者 関 係 一 覧 表 （ 細 則 様 式 第 ６ 号 ）  

・ 公 図 の写 し 

・ 土 地 の登 記 事 項 証 明 書  

・ 同 意 者 の印 鑑 証 明  

要 要 

 

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 10 号 、

第 2 項 第 8 項 、細 則 第 4 条 、

第 7 条 第 1 号 ・ 5 号 ）  

7. 住 民 へ の 周 知 措

置 を 講 じ た こ と を 証

する書 類  

（ 注 １ ）  

・ 住 民 周 知 報 告 書 （ 細 則 様 式 第 ５ 号 ）  

○開 催 方 法 毎 の必 要 書 類  

〈 説 明 会 開 催 の場 合 〉  

・ 開 催 の周 知 範 囲 が分 かる位 置 図 等  

・ 開 催 案 内 及 び 開 催 結 果 が 分 か る 資 料

（ 議 事 録 または議 事 要 約 、説 明 会 に用 い

た資 料 等 ）  

〈 書 面 配 布 の場 合 〉  

・ 配 布 した書 面  

・ 配 布 範 囲 が分 かる位 置 図 等  

〈 掲 示 及 びインターネットによる場 合 〉  

・ 掲 示 場 所 が分 かる位 置 図 等  

・ 掲 示 状 況 の写 真  

・ 閲 覧 ページの写 し（ URL 含 む）  

※住 民 周 知 の範 囲 は表 4.3 に示 す範 囲 を

参 考 とすること 

要 要 

（ 省 令 第 6 条 、第 7 条 第 1 項

第 11 号 、細 則 第 6 条 ）  

・ 周 知 する工 事 の内 容  

①工 事 主 の氏 名 又 は名 称  

② 工 事 が 施 行 さ れ る 土 地 の

所 在 地  

③工 事 施 行 者 の氏 名 又 は名

称  

④工 事 の着 手 予 定 日 及 び完

了 予 定 日  

⑤盛 土 又 は切 土 の高 さ（ 土 石

の堆 積 の最 大 堆 積 高 さ）  

⑥ 盛 土 又 は 切 土 を す る 土 地

の面 積 （ 土 石 の堆 積 を行 う

土 地 の面 積 ）  

⑦ 盛 土 又 は 切 土 の 土 量 （ 土

石 の堆 積 の最 大 堆 積 土 量 ）  
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名 称  内  容  等  

区 分 ごとの要 否  

備   考  
宅 地 造

成 、 特 定

盛土等 

土石の堆

積 

8.設 計 者 の資 格 を証

する書 類  

・ 設 計 者 の資 格 に関 する申 告 書 （ 細 則 様

式 第 3 号 ）  

・ 卒 業 証 明 書  

・ 大 学 院 に 1 年 以 上 在 学 したことの証 明

書  

・ 宅 地 造 成 技 術 講 習 会  修 了 証 書  

・ 実 務 経 歴 証 明 書  

・ 資 格 、免 許 等 の写 し 

（ 注 ２ ）  

備考に 該

当 す る 設

計をすると

きは要 

備考に該

当する設

計をする

ときは要 

・ 高 さが 5ｍ を超 える擁 壁 の設

置  

・ 盛 土 又 は切 土 をする土 地 の

面 積 が 1、500 ㎡を超 える土

地 における排 水 施 設 の設 置  

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 5 号 、

細 則 第 4 条 、細 則 第 7 条 第 5

号 ）  

9. 工 事 施 行 者 の 能

力 に関 する書 類  

・ 工 事 施 行 者 の能 力 に関 する申 告 書 （ 細

則 様 式 第 ８ 号 ）  

・ 法 人 の登 記 事 項 証 明 書  

・ 建 設 業 等 の許 可 証 明 書  

要 要 

（ 法 第 12 条 第 2 項 第 3 号 及

び第 30 条 第 2 項 第 3 号 、細

則 第 7 条 第 4 号 ・ 第 5 号 ）  

10.土 量 計 算 書  ・ 盛 土 又 は切 土 の土 量 計 算 書  要 要 

・ 平 面 図 、断 面 図 を元 に作 成

など 

（ 細 則 第 7 条 第 5 号 ）  

11.構 造 計 算 書  

・ 擁 壁 又 は崖 面 崩 壊 防 止 施 設 の概 要  

（ 注 ３ ）  

・ 構 造 計 画 、応 力 算 定 及 び断 面 算 定  

備考に 該

当 す る 場

合は要 

備考に該

当する場

合は要 

・ 鉄 筋 コ ンクリ ー ト 造 、 無 筋 コ

ンクリート造 の擁 壁 を設 置 す

る場 合  

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 2

号 ）  

・ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 の場 合  

（ 政 令 第 14 条 、省 令 第 31

条 ）  

・ 措 置 の概 要 、構 造 計 画 、応 力 算 定 及 び

断 面 計 算 等  

－ 

備考に該

当する場

合は要 

・ 土 石 の堆 積 を 行 う 面 （ 鋼 板

等 を 使 用 し た も の で あ っ て 、

勾 配 が 10 分 の１ 以 下 であ

る も の に 限 る 。 ） を 有 す る 堅

固 な構 造 物 、又 は、堆 積 した

土 石 の 滑 動 を 防 ぐ た め 又 は

滑 動 す る 堆 積 し た 土 石 を 支

えるた め の構 造 物 を 設 置 等

する場 合  

（ 省 令 第 7 条 第 2 項 第 2 号 、

第 32 条 ）  

－ 

備考に該

当する場

合は要 

・ 堆 積 した土 石 の周 囲 にその

高 さ を 超 え る 鋼 矢 板 等 の 設

置 措 置 を講 ずる場 合  

（ 省 令 第 7 条 第 2 項 第 3 号 、

第 34 条 第 1 項 第 1 号 ）  

12.大 臣 認 定 擁 壁  

・ 認 定 書  

・ 計 画 条 件 が認 定 条 件 を満 足 していること

が分 かる書 類  

当該擁壁

を 使 用 す

る 場 合は

要 

当該擁壁

を使用す

る場合は

要 

（ 政 令 第 17 条 ）  

13. 地 盤 、 崖 面 及 び

渓 流 等 における盛 土

の安 定 計 算 書  

・ 土 質 試 験 その他 の調 査  

・ 試 験 に基 づく安 定 計 算 書  

備考に 該

当 す る 場

合は要 

－ 

・ 災 害 の 生 じ る お そ れ が 特 に

大 きい土 地 において、高 さ 15

ｍ を超 える盛 土 をする場 合  

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 3

号 ）  

・ 崖 面 を擁 壁 で覆 わない場 合  

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 4 号 ）  

・ 盛 土 等 の安 定 計 算 書  

備考に 該

当 す る 場

合は要 

備考に該

当する場

合は要 

・ 【 技 術 的 基 準 編 】 の、2.3～

2.5 の盛 土 に該 当 するもの 

（ 細 則 第 7 条 第 5 号 ）  

14.排 水 計 算 書  
・ 流 量 計 算 書 及 び 流 域 図 等 か ら 排 水 能

力 を確 認 するための計 算 書  
－ － （ 細 則 第 7 条 第 5 号 ）  
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名 称  内  容  等  

区 分 ごとの要 否  

備   考  
宅 地 造

成 、 特 定

盛土等 

土石の堆

積 

15.図 面  

   

（ 細 分 ）  （ 内 容 ）  （ 縮 尺 ）  （区分ごとの要否） （ 備 考 ）  

1.位 置 図  ・ 方 位 、 道 路 及 び 目 標 と な る

地 物  

1/10,000

以 上  

要 要 （ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 1 号 ・

第 2 項 第 １ 号 ）  

2.地 形 図  ・ 方 位 及 び土 地 の境 界 線 （ 赤

枠 で囲 むこと）  

1/2,500

以 上  

要 要 等 高 線 は、2 ｍ の標 高 差 を示

すものとすること。 

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 1 号 ・

第 2 項 第 １ 号 ）  

3.平 面 図  ・ 方 位 及 び 土 地 の 境 界 線 並

びに、盛 土 （ 赤 色 で着 色 ） 又

は切 土 （ 黄 色 で着 色 ） をする

土 地 の部 分  

・ 崖 、擁 壁 、崖 面 崩 壊 防 止 施

設 、 排 水 施 設 及 び地 滑 り抑

止 ぐ い 又 は グ ラ ウ ン ド ア ン カ

ーその他 の土 留 の位 置  

1/2,500

以 上  

要 － 断 面 図 を 作 成 し た 箇 所 に 断

面 図 と 照 合 で き る よ う に 記 号

を付 すること。 

植 栽 、 芝 張 り等 の措 置 を行 う

必 要 がない場 合 は、その旨 を

付 すること。 

擁 壁 、 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 及

び排 水 施 設 については、申 請

書 と 照 合 で き る よ う に 番 号 を

付 すること。 

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 1 号 ）  

・ 方 位 及 び 土 地 の 境 界 線 並

びに勾 配 が 10 分 の 1 を超 え

る 土 地 に お け る 堆 積 し た 土

石 の 崩 壊 を 防 止 す る た め の

措 置 を講 ずる位 置 及 び当 該

措 置 の内 容  

・ 空 地 の 位 置 、 柵 そ の 他 これ

に 類 す る も の を 設 置 す る 位

置 、 雨 水 そ の 他 の地 表 水 を

有 効 に排 除 する措 置 を講 ず

る位 置 及 び当 該 措 置 の内 容  

・ 堆 積 した 土 石 の崩 壊 に 伴 う

土 砂 の流 出 を防 止 する措 置

を講 ずる位 置 及 び当 該 措 置

の内 容  

1/500 

以 上  

－ 要 断 面 図 を 作 成 し た 箇 所 に 断

面 図 と 照 合 で き る よ う に 記 号

を付 すること。 

空 地 、 雨 水 そ の 他 の 地 表 水

による堆 積 した土 石 の崩 壊 を

防 止 す る た め の 措 置 及 び 堆

積 した土 石 の崩 壊 に伴 う土 砂

の流 出 を防 止 する措 置 につい

ては、申 請 書 と照 合 できるよう

に番 号 を付 すること。 

（ 省 令 第 7 条 第 2 項 第 1 号 ）  

4.断 面 図  ・ 盛 土 又 は切 土 をする前 後 の

地 盤 面  

1/2,500

以 上  

要 － 高 低 差 の著 しい箇 所 について

作 成 すること。 

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 1 号 ）  

・ 土 石 の堆 積 を行 う土 地 の地

盤 面  

1/500 

以 上  

－ 要 申 請 書 の土 石 の堆 積 の最 大

堆 積 高 さ 及 び 土 石 の 堆 積 を

行 う 土 地 の 最 大 勾 配 が 照 合

で き る よ う に 断 面 図 を 作 成 す

ること。（ 省 令 第 7 条 第 2 項 第

1 号 ）  

5. 排 水 施

設 の 平 面

図  

・ 排 水 区 域 の 区 域 界 並 び に

排 水 施 設 の位 置 、 種 類 、 材

料 、 形 状 、 内 の り 寸 法 、 勾

配 、 水 の 流 れ の 方 向 、 吐 出

口 の 位 置 及 び 放 流 先 の 名

称  

1/500 

以 上  

要 － 土 石 の堆 積 については、平 面

図 に記 載 すること。 

（ 省 令 第 7 条 第  項 第 1 号 ）  

6. 崖 の 断

面 図  

・ 崖 の 高 さ 、 勾 配 及 び 土 質

（ 土 質 の 種 類 が 二 以 上 で あ

るときは、それぞれの土 質 及

びその地 層 の厚 さ） 、盛 土 又

は切 土 をする前 の地 盤 面 並

びに崖 面 の保 護 の方 法  

1/50 

以 上  

要 － 擁 壁 で覆 われる崖 面 について

は、土 質 に関 する事 項 は示 す

ことを要 しない。 

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 1 号 ）  
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注 １ ： 政 令 第 7 条 第 2 項 第 2 号に規 定 する土 地 において同 号 に規 定 する盛 土 を行 う場 合 は、説 明 会 開

催 が要 件 となります。 

注 ２ ： 設 計 者 の資 格 については、表 4.2 を参 照してください。 

注 ３ ： 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 の概 要 が分 かる資 料 には、「 擁 壁 が有 する崖 の安 定 を保 つ機 能 を損 なう事 象

（ 盛 土 又 は切 土 をした後 の地 盤 の変 動 、地 盤 の内 部 への地 下 水 の侵 入 又 はその他 、擁 壁 が有 する

崖 の安 定 を保 つ機 能 を損 なう事 象 ）」 が分かる書 類 を添 付して下 さい。 

名 称  内  容  等  

区 分 ごとの要 否  

備   考  
宅 地 造

成 、 特 定

盛土等 

土石の堆

積 

15.図 面  7. 擁 壁 の

断 面 図  

・ 擁 壁 の寸 法 及 び勾 配 、擁 壁

の材 料 の種 類 及 び寸 法 、裏

込 め コ ン ク リ ー ト の 寸 法 、 透

水 層 の位 置 及 び寸 法 、擁 壁

を 設 置 す る 前 後 の 地 盤 面 、

水 抜 穴 の寸 法 及 び間 隔 、基

礎 地 盤 の土 質 並 びに基 礎 ぐ

いの位 置 、材 料 及 び寸 法  

1/50 

以 上  

要 堆積した

土石の崩

壊に伴う

土砂の流

出を防止

する措置

等 と し て

設置する

場合は要 

（ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 1 号 ）  

8. 擁 壁 の

背 面 図  

・ 擁 壁 の 高 さ 、 水 抜 穴 の 位

置 、 材 料 、 内 径 、 透 水 層 の

位 置 及 び寸 法  

1/50 

以 上  

要 － （ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 1 号 ）  

9. 崖 面 崩

壊 防 止 施

設 の 断 面

図  

・ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 の 寸 法

及 び勾 配 、崖 面 崩 壊 防 止 施

設 の材 料 の種 類 及 び寸 法 、

崖 面 崩 壊 防 止 施 設 を設 置 す

る前 後 の地 盤 面 、基 礎 地 盤

の土 質 並 びに透 水 層 の位 置

及 び寸 法  

1/50 

以 上  

要 － （ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 1 号 ）  

10. 崖 面

崩 壊 防 止

施 設 の 背

面 図  

・ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 の寸 法 、

水 抜 穴 の位 置 、材 料 及 び内

径 並 びに透 水 層 の位 置 及 び

寸 法  

1/50 

以 上  

要 － （ 省 令 第 7 条 第 1 項 第 1 号 ）  

11. 排 水

施 設 構 造

図  

・ 構 造 詳 細 図   要 要 （ 細 則 第 7 条 第 5 号 ）  

12. 防 災

計 画 平 面

図  

・ 防 災 工 事 計 画 の詳 細   要 － （ 細 則 第 7 条 第 5 号 ）  

13. 防 災

施 設 構 造

図  

・ 同 上   要 － （ 細 則 第 7 条 第 5 号 ）  

14.求 積 図  ・ 許 可 申 請 に関 連 のある土 地

の全 面 積 、 盛 土 又 は切 土 を

する土 地 の面 積  

 要 要 （ 細 則 第 7 条 第 5 号 ）  


